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Ⅴ 当市の障がい者の状況 

１ 身体障がい者の状況 

 

（１）身体障がい者の数 

身体障害者手帳所持者は、平成１９年度から平成２３年度までの間で１１４

名の減少となっています。 

これは単純に身体障がい者が減少したわけではなく、平成２２年度からこれ

まで死亡等により手帳の返還手続きがされていなかった方の台帳整理を実施

したことや、人口の減少によるものと考えられます。人口に占める身体障害者

手帳所持者の割合は平成１４年度以降５％前後で推移しています。 

                              (単位：人) 

区分 H19 H20 H21 H22 H23 

手帳所持者数 ２，６５６ ２，７２５ ２，７３９ ２，６４０ ２，５４２ 

市の人口 ５２，９０５ ５２，５７２ ５２，１９９ ５１，８９２ ５１，４７４ 

人口割合（％） ５．０２ ５．１８ ５．２５ ５．０９ ４．９４ 

※「手帳保持者数」は、各年度３月末の身体障害者手帳所持者人数。 
※「市の人口」は、各年度３月末の登別市住民基本台帳登録数。 

    

（２）障がいの種類及び程度 

障がいの種類別を平成２３年度でみると、肢体不自由が１,５７６名（６２.

０％）で最も多く、次いで内部障がいが６１８名（２４.３％）、聴覚・平衡障

がいが１８６名（７.３％）、視覚障がいが１３１名（５.２％）、音声・言語等

障がいが３１名（１.２％）の順となっています。障がいの等級は、１級が７

３３名（２８.８％）で最も多く、次いで４級が６５９名（２５.９％）、２級

が４１５名（１６.３％）、３級が４０７名（１６.０％）、５級が１８０名（７.

１％）、６級が１４８名（５.８％）の順となっており、重度の障がい者（障害

等級１・２級）は、全体の４５.２％を占めています。 

                                     (単位：人) 

区分 視覚 聴覚・平衡 音声・言語 肢体不自由 内部 合計 

１級 ４９ ４  ２６８ ４１２ ７３３ 

２級 ３７ ２５  ３４５ ※８ ４１５ 

３級 ８ ２５ ２０ ２７２ ８２ ４０７ 

４級 ８ ５４ １１ ４７０ １１６ ６５９ 

５級 ２０ ３  １５７  １８０ 

６級 ９ ７５  ６４  １４８ 

合計 １３１ １８６ ３１ １，５７６ ６１８ ２，５４２ 

※斜線は、制度上障害等級がない箇所 
※内部障がいの２級は、制度上では該当する等級がありませんが、他の障がいと重複す
ること、かつ内部障がいの等級が高い場合に総合等級２級とされる場合があります。 



 

 - 7 - 

２ 知的障がい者の状況 

 

（１）知的障がい者の数 

療育手帳の所持者は、平成１９年度から平成２３年度までの間で１８名の増

加があります。人口に占める療育手帳所持者の割合は、平成１８年度までは０．

５％台でしたが、平成１９年度以降は０．６％を超え人口に占める療育手帳所

持者の割合は増加傾向にあります。 

   ※本計画では、療育手帳所持者を「知的障がい者」としています。 

(単位：人) 

区分 H19 H20 H21 H22 H23 

手帳所持者数 ３１８ ３１９ ３３６ ３２７ ３３６ 

市の人口 ５２，９０５ ５２，５７２ ５２，１９９ ５１，８９２ ５１，４７４ 

人口割合（％） ０．６０ ０．６１ ０．６４ ０．６３ ０．６５ 

※「手帳保持者数」は、各年度３月末の療育手帳所持者人数。 
※「市の人口」は、各年度３月末の登別市住民基本台帳登録数。 

 

（２）知的障がいの程度 

    知的障がいの程度別を平成２３年でみると、重度・最重度（Ａ判定）が１３

６名（４０．５％）、軽度・中度（Ｂ判定）は２００名（５９．５％）となっ

ています。 
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３ 精神障がい者の状況 

 

（１）精神障がい者の数 

精神障害者保健福祉手帳の所持者は、平成１９年度から平成２３年度までの

間で２名の減少となっておりますが、精神疾患と診断され入院・通院している

方は４１４名の増加となっています。手帳所持者の減少の要因としては、手帳

の有効期限（２年間）が失効し、継続手続きを取っていない方がいること等が

考えられます。 

人口に占める精神障害者保健福祉手帳所持者の割合は０．５％前後で推移し

ていますが、精神障がい者数では３％前後となっています。 

  ※「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」において、「「精神障害者」とは、

統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質

その他の精神疾患を有する者をいう。」とされているので、本計画では精神障害

者保健福祉手帳所持者だけでなく、精神疾患により入院・通院している方を含め

て、「精神障がい者の数」としています。 

 

精神障がい者の数           (単位：人) 

区分 H19 H20 H21 H22 H23 

精神障がい者数 １，０７８ １，１３９ １，３２１ １，６４４ １，４９２ 

手帳所持者数 ２４０ ２８２ ２９４ ２５１ ２３８ 

市の人口 ５２，９０５ ５２，５７２ ５２，１９９ ５１，８９２ ５１，４７４ 

人口割合 

（障がい者数 ％） 
２．０４ ２．１７ ２．５３ ３．１７ ２．９０ 

人口割合 

（手帳所持者数 ％） 
０．４５ ０．５４ ０．５６ ０．４８ ０．４６ 

  ※「精神障がい者数」は、各年度１２月末時点で入院又は通院している人数の合計 
（手帳所持者含む） 

※「手帳保持者数」は、各年度３月末の精神障害者保健福祉所持者人数。 
※「市の人口」は、各年度３月末の登別市住民基本台帳登録数。 

 

（２）精神障害者保健福祉手帳の等級 

精神障害社保健福祉手帳の等級を平成２３年度でみると、１級が３９人（１

６．４％）、２級が１６９人（７１．０％）３級は３０人（１２．６％）とな

っています。 

 


